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副本 

令和５年９月 川棚町議会定例会会議録 

（第２日目） 

 

令和５年９月７日 木曜日（午前１０時開議） 

 

        出 席 議 員 （１４人） 

          １ 番  堀  田  一  德 

          ２ 番  増  山  真  理 

          ３ 番  山  口     隆 

          ４ 番  坂  中  信  浩 

          ５ 番  炭  谷     猛 

          ６ 番        清   人 

          ７ 番  毛  利  喜  信 

          ８ 番  小 牟 田    一    紀 

          ９ 番  堀  池     浩 

         １０ 番  田  口  一  信 

         １１ 番  小  田  成  実 

         １２ 番  山  中  美 由 紀 

         １３ 番  小  谷  龍 一 郎 

         １４ 番  村  井  達  己 
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   副  町  長 川  内  和  哉 

教  育  長 諸  岩  達  哉 

   総 務 課 長 

   兼選挙管理委員会書記長 中  原  敬  介 

   企 画 財 政 課 長 佐 々 木  健 太 郎 

   税 務 課 長 田  﨑  真  子 

   健 康 推 進 課 長 太  川  一  輝 
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   会 計 課 長 田  﨑  あ け み 
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議事日程 

 

第１ 同意第 15 号 川棚町教育委員会委員の任命について同意を求める件 

第２ 議案第 29 号 令和５年度川棚町一般会計補正予算（第４回） 

第３ 議案第 30 号 令和５年度川棚町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第２回） 

第４ 議案第 31 号 令和５年度川棚町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第１回） 

第５ 議案第 32 号 令和５年度川棚町介護保険事業特別会計補正予算 

（第１回） 

第６ 議案第 33 号 令和５年度川棚町下水道事業会計補正予算（第１回） 

第７ 議案第 34 号 川棚町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

第８ 議案第 35 号 川棚町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

第９ 議案第 36 号 川棚町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

第 10 議案第 37 号 川棚町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

第 11 議案第 38 号 工事請負契約の変更（町道上組西部線歩道設置工事（堺

橋１期下部工及び附帯工）） 

第 12 請願第 2 号 活きいきタクシー利用券の増加を求める請願書 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護の観点から、住所等の記載部分において黒の長方形のマスキング

を付しております。 
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（１０：００） 

議 長 ご起立願います。おはようございます。着席ください。  

ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達しておりますので、これか

ら本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 

日程第１ 同意第１５号 

 

議 長 次に、日程第１、同意第１５号「川棚町教育委員会委員の任命

について同意を求める件」を議題といたします。本件について説明を求めま

す。町長。 

町 長 同意第１５号「川棚町教育委員会委員の任命について同意を求

める件」について、提案理由を説明いたします。 

教育委員会の組織につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第３条に、「教育委員会は教育長及び教育委員４人をもって組織する」

と規定されております。 

中原泰彦教育委員の任期が、本年１１月４日をもって満了を迎えることか

ら、議案のとおり引き続き中原泰彦氏を川棚町教育委員として任命したく、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の

同意をお願いするものであります。 

中原氏は、議案に記載してありますとおり、川棚町猪乗川内郷２５８番地

１にお住まいで、年齢は昭和４４年８月３０日生まれの５４歳であります。 

同氏は、平成６年３月に長崎大学大学院をご卒業になり、同年４月から現

在に至るまで民間企業において勤務されております。 

令和元年１１月５日から川棚町教育委員に任命され、本町の教育行政の向

上に取り組んでいただいてきたところであります。 

これまでの４年間において、豊富な経験と卓越した識見を生かして着実に

成果を収め、教育に多大なご貢献をいただいており、住民の信頼も厚く、こ

れからもその職務を十分に果たしていけるものと確信しているところであ

り、ご提案を申し上げるものであります。 

なお、教育委員の新たな任期は、令和５年１１月５日から令和９年１１月



- 5 - 

４日まで４年間であります。 

ご審議の上、ご同意くださいますようお願い申し上げ、提案理由とさせて

いただきます。 

議 長 これから、質疑を行います。ありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、同意第１５号「川棚町教育委員会委員の任命について同意を求

める件」の採決を行います。この採決は起立によって行います。  

本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。  

 

（賛成者起立） 

 

議 長 はい。全員起立です。したがって、同意第１５号「川棚町教育

委員会委員の任命について同意を求める件」は、同意することに決定をいた

しました。 

（１０：０３） 

 

日程第２ 議案第２９号 
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議 長 次に、日程第２、議案第２９号「令和５年度川棚町一般会計補

正予算（第４回）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町

長。 

町 長 議案第２９号「令和５年度川棚町一般会計補正予算（第４

回）」について、提案理由を説明いたします。 

今回の補正といたしましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

億９，５９６万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を６９億９，５

５５万８，０００円にしようとするものであります。併せて、地方債の補正

を行うものであります。 

今回の補正の主なものといたしましては、歳入においては、地方交付税の

決定による増額、基金繰入金の減額、令和４年度決算確定に伴う前年度繰越

金の増額が主なものであります。 

また、歳出においては、新型コロナウイルスワクチン集団接種事業の実施

に伴う増額、町道城山岩立線崩落復旧工事の実施に伴う増額が主なものであ

り、そのほか、当初予算編成後の事情変更等に対応するため必要な事業費に

ついて、計上したものであります。 

補正予算の詳細につきましては、企画財政課長から説明いたしますので、

ご審議の上、ご決定くださいますようよろしくお願いいたします。  

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 それでは、私のほうから詳細について説明をさせていただきま

す。事項別明細書の歳出から説明いたしますので、２１・２２ページをお開

きください。 

１款議会費について説明いたします。１項１目議会費につきましては、人

事異動に伴い、当初予算において計上しておりました会計年度任用職員人件

費を減ずるもので、１節を１５１万１，０００円、３節を１９万７，０００

円、４節を３０万４，０００円、８節を２万５，０００円それぞれ減額する

ものであります。次のページをお願いします。 

２款総務費であります。１項２目庁舎管理費につきましては、当初予算に

おいて承認いただいております別館２階トイレ改修事業について、事業実施

に向け設計したところ、物価高騰の影響により事業費の不足が生じたことか

ら、１４節工事請負費を２３０万円増額するものであります。  
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５目会計管理費につきましては、会計年度任用職員の雇用期間の延長に伴

い１節を６５万６，０００円、３節を１７万８，０００円、４節を１４万

７，０００円それぞれ増額するものであります。 

８目情報システム管理費につきましては、通信アプリＬＩＮＥを活用し、

川棚町公式アカウント上から各種証明書のオンライン申請を可能とするため

の証明書発行決済サービス使用料として１３節を増額するものであります。

令和６年１月から、ＬＩＮＥによるオンライン申請の受付を開始する予定で

あり、住民福祉課及び税務課の各種証明書の発行を予定しております。  

９目地域づくり事業費につきましては、会計年度任用職員の期末手当に不

足が生じたため、３節を３，０００円増額するものであります。  

１８目移住・定住促進事業費につきましては、移住促進を図るため、東彼

３町が連携し、首都圏における移住相談会の実施に要する職員旅費として８

節を増額するものであります。 

２項２目賦課徴収費につきましては、法人町民税の確定申告及び個人町県

民税の更正等に伴い、現行予算を超える歳出還付が見込まれるため、２２節

を１５０万円増額するものであります。 

３項１目戸籍住民基本台帳費につきましては、職員手当に不足が生じる見

込みであるため、３節を２２万８，０００円増額し、先ほどご説明しました

通信アプリＬＩＮＥによる証明書のオンライン申請に関する証明書郵送料と

して１１節を７，０００円増額するものであります。 

５項２目統計調査費につきましては、令和７年に予定されている国勢調査

に関し、県主催の説明会へ参加するための職員旅費として増額するものであ

ります。なお、財源としては国勢調査準備委託金として全額県費を活用いた

します。 

６項１目監査委員費につきましては、新任監査委員及び書記の研修会への

参加旅費として８節を２万６，０００円、参加負担金として１８節を４，０

００円増額するものであります。２７・２８ページをお願いします。  

３款民生費について説明いたします。１項１目社会福祉総務費の説明欄の

番号１、社会福祉総務費につきましては、２２節償還金として、障害者自立

支援給付費などに係る前年度国県負担金の確定に伴う返納金５４２万２，０

００円を増額するものであります。 
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番号１３の介護保険事業費につきましては、職員手当に不足が生じる見込

みであるため、３節を１４万円増額し、令和４年度における介護保険料低所

得者軽減に係る公費負担分について、介護保険事業特別会計への繰出金とし

て２７節を２３万８，０００円増額するものであります。  

２目障害者福祉費につきましては、医療的ケア児の家族負担の軽減を図る

ため、医療保険の適用対象外となる訪問看護に係る費用を補助する制度、医

療的ケア児訪問型レスパイト事業の実施に要する経費として１８節を７２万

円計上するものであります。なお、県が支援する医療的ケア児等レスパイト

支援事業費補助金を財源として活用することとしております。本事業は、町

内に該当者が２名見込まれており、福祉サービス１時間当たり７，５００

円、年間９６時間を上限として支援することとしております。なお、今年度

につきましては、来月から事業を開始する予定ですので、半年分の４８時間

を上限とする予定であります。次のページをお願いします。  

４款衛生費について説明いたします。１項１目保健衛生総務費の説明欄の

番号２、母子保健事業費につきましては、これまで委嘱しておりました母子

保健推進員につきまして、会計年度任用職員の雇用へと変更することに伴

い、７節報償費を４０万円減額し、１節報酬を３５万１，０００円増額する

ものであります。 

説明欄の番号４、国民健康保険事業費につきましては、職員手当の不足に

伴い３節を２６万８，０００円増額するものであります。  

２目予防費につきましては、９月下旬から実施する新型コロナウイルスワ

クチン接種の所要経費を計上するものであります。ワクチン接種に従事する

医師や看護師、運営スタッフ等に対する謝金として７節を１，６４５万円、

接種会場の光熱水費として１０節を２３０万円、接種券等の郵送費や従事者

の保険料として１１節を１２４万９，０００円、コールセンターや接種会場

設営等委託料として１２節を１，６８４万３，０００円、コピー使用料とし

て１３節を３０万円、接種会場仮設電源工事等として１４節を３２万円それ

ぞれ増額するものであります。なお、全額国の交付金を財源として実施する

ものであります。次のページをお願いします。 

６款農林水産業費であります。１項３目農業振興費につきましては、１１

月に和歌山県で開催が予定されている全国棚田サミットに参加するため、旅
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費、食糧費、参加費として８節を９万５，０００円、１０節を５，０００

円、１８節を３，０００円増額するものであります。 

６目新型コロナウイルス感染症対策事業費の説明欄の番号１、農業経営体

経営持続支援事業費につきましては、燃料油高騰に対する支援策として、農

業経営体が令和５年度に使用したＡ重油の使用量１リットル当たり１０円を

交付するための経費を計上しております。なお、財源としては、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用するものであります。  

説明欄の番号２、肉用牛経営基盤維持支援事業費につきましては、飼料価

格高騰の影響を受ける畜産農家に対し、配合飼料価格安定制度において生産

者が負担する積立金や、同制度に加入していない農家の単体飼料価格購入費

の一部を助成するものであります。助成額は、１トン当たり２００円とし、

５０００トン分の予算として１００万円を計上しております。これに加え、

繁殖牛農家の肉用子牛の生産原価の高騰を支援するため、販売した子牛１頭

当たり２万円とし、９０頭分の予算として１８０万円を計上しております。

これら支援事業につきましても、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金を活用するものです。 

３項３目漁港建設費につきましては、平成１２年から１３年にかけて整備

した川棚西部漁港三越地区片島桟橋について、沈下が発生しているため、補

修のための調査設計を行うため、委託料として３８２万１，０００円を計上

するものであります。 

４目新型コロナウイルス感染症対策事業費につきましては、燃料油高騰に

対する支援策として、漁業経営体が令和５年度に使用したＡ重油の使用量１

リットル当たり２０円を交付するための経費を計上しております。財源につ

いては同様に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する

ものであります。次のページをお願いします。 

８款土木費について説明いたします。１項１目土木総務費につきまして

は、職員研修に伴う参加負担金として１８節を２万４，０００円増額するも

のであります。 

２項３目道路新設改良費の説明欄の番号１、道路新設改良事業費につきま

しては、国の事業である川棚医療センター前交差点改良事業に関連した町事

業として町道中倉線改良工事であり、平成３０年に実施した交差点付近の物
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件価格等の再算定業務及び交差点より内側の立ち木等の物件を調査する業

務、接続道路の設計業務に要する経費として１２節を５５０万円計上するほ

か、町道良善寺線道路拡幅工事実施のため、用地買収費として１６節を８０

万円計上するものであります。 

説明欄の番号２、地方創生道整備推進交付金事業費につきましては、町道

馬場線改良工事に関して用地確保に取り組んでおりますが、相続人の所在不

明に対応するため、財産管理人申し立て手続きを実施するための家庭裁判所

への予納金等として１１節を３０万５，０００円計上するものであります。  

説明欄の番号３、交通安全対策補助（通学路緊急対策）事業費につきまし

ては、町道上組西部線（堺橋１期上部工）の実施に伴い、資材価格調査業務

委託料として１２節を４９万４，０００円計上するものであります。  

４項２目港湾建設費につきましては、県営事業である白浜地区防波堤改良

事業及び平島地区護岸改良事業について、事業費の増額に伴い、地元負担金

として１８節を１４０万６，０００円増額するものであります。次のページ

をお願いします。 

９款消防費であります。１項２目非常備消防費につきましては、財源の更

正を行っております。特定財源欄のその他と一般財源をそれぞれ７万２，０

００円増減しておりますが、歳入として１８ページをお開きください。 

４項５目雑入の説明欄の番号３０、消防団員安全装備品整備等助成金とし

て交付決定がありましたので、７万２，０００円を計上し、これに伴い財源

を更正するものであります。戻りまして、３７・３８ページをお願いしま

す。 

１０款教育費であります。２項１目学校管理費につきましては、当初予算

に計上しておりました小串小学校体育館床の研磨塗装工事につきまして、材

料費の高騰等の影響及び当初予算における計上漏れがあり、設計し直したと

ころ、予算に不足が生じたことから１４節を１４０万円増額するものであり

ます。 

３項１目学校管理費につきましては、令和４年度に実施した川棚中学校特

別教室空調改修工事において、アスベストが検出されたため、今回、天井吹

付材アスベスト定量分析調査の実施に要する経費として、１２節を７８万

４，０００円計上するものであります。 
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４項３目公会堂費につきましては、公会堂２階の防火シャッターの不具合

や１階障がい者用トイレの便器フラッシュバルブの修繕等に対応するため、

１０節を２００万円増額し、建築物及び建築設備定期調査に要する経費とし

て１２節を６６万円増額するものであります。 

５項３目柔剣道場管理費につきましては、令和４年度からの繰越事業とし

ております柔剣道場トイレの改修事業につきまして、詳細設計を行ったとこ

ろ、予算の不足が生じたことから１４節を８０万円増額するものでありま

す。 

６項１目管理費につきましては、当初予算において計上しておりました給

食センターの電気設備改修工事に関して、物価高騰の影響を受け、予算の不

足が生じたことから１４節を３０万円増額するものであります。次のページ

をお願いします。 

１１款災害復旧費であります。２項１目公共土木施設災害復旧費につきま

しては、町道城山岩立線の崩落復旧工事の実施のため、測量設計業務委託費

として１２節を１，２５０万円、復旧工事費として１４節を２，６００万円

計上するものであります。なお、財源としては、国の支援メニューとして防

災・減災対策等強化事業推進事業費補助金１，８００万円の充当を予定して

おります。次のページをお願いします。 

１４款予備費であります。１項１目予備費につきましては、歳入・歳出の

見合いにより増額するものであります。以上が歳出についてであります。  

続いて歳入を説明いたしますので、７・８ページをお願いします。  

１０款地方交付税について説明いたします。１項１目地方交付税につきま

しては、額の確定に伴い増額するものであります。９・１０ページをお願い

します。 

１４款国庫支出金について説明いたします。１項１目民生費国庫負担金に

つきましては、介護保険低所得者保険料軽減負担金の前年度精算に伴い、追

加交付されるものです。 

次の２目衛生費国庫負担金から２項５目総務費国庫補助金までは、歳出事

業の増額に併せ補正するものであります。１１・１２ページをお開きくださ

い。 

１５款県支出金について説明いたします。１項２目民生費県負担金につき
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ましては、先ほどの国庫負担金と同様、前年度精算に伴い追加交付されるも

のです。 

２項県補助金につきましては、歳出事業の増額に併せ補正するものであり

ます。１３・１４ページをお開きください。 

１８款繰入金について説明いたします。１項２目介護保険事業特別会計繰

入金につきましては、介護保険事業特別会計の補正に伴い、繰入金を増額す

るものであります。 

２項基金繰入金につきましては、今後の予算執行の状況を見込み、基金の

繰入金を減額するもので、下水道事業基金及び減債基金からの繰入金をそれ

ぞれ減額するものであります。１５・１６ページをお開きください。 

１９款繰越金であります。１項１目繰越金につきましては、令和４年度の

決算確定に伴い生じた純繰越金の追加であります。次のページをお願いしま

す。 

２０款諸収入について説明いたします。４項５目雑入の説明欄の番号１

４、宝くじ基金市町交付金（サマージャンボ分）につきましては、今年度か

ら交付されないとの通知がありましたので、全額を減額しております。  

番号２１、３０、３１につきましては、事業の実施に伴う増額を計上して

おります。次のページをお願いします。 

２１款町債であります。１項６目臨時財政対策債につきましては、額の確

定に伴う減額であります。 

以上で歳入の説明を終わります。続きまして３ページをお開きください。 

第２表地方債補正であります。この地方債補正の表につきましては、先ほ

ど歳入で説明しました２１款町債に対応するものでありまして、変更欄の補

正前の限度額と補正後及び追加欄の限度額との差額及び追加欄の限度額が１

９ページの町債の補正額と一致するものであり、限度額の合計を４億２，３

５８万円とするものであります。 

４３ページ目以降につきましては、給与費明細書を付けておりますが、こ

ちらにつきましては、説明は省略させていただきます。 

以上で令和５年度一般会計補正予算（第４回）の説明を終わります。ご審

議のほど、よろしくお願いいたします。 

議    長 これから、質疑を行います。堀田議員。 
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１ 番 堀 田 １番堀田です。３２ページの漁港建設費の中で、三越漁港の岸

壁が沈下をされたという話やったとですけど、どのくらい沈下をされたの

か、その辺をちょっとお聞かせ願えればと思います。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 質問にお答えします。三越漁港のところの片島桟橋なんですけ

ども、片島公園側のほうは、沈下の高さまではちょっと確認をしておりませ

んけども、沖のほうに右肩下がりに下がっているという状況であります。高

さ的には測っておりません。以上です。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。山口議員。 

３ 番 山 口 山口ですけれども、３０ページのコロナワクチンの接種事業な

んですが、９月分からということでですね、これは７回目になるのか、それ

とも今までの６回その他の未接種者を対象にしているのか、それで大体何名

くらい予定しているのか、その点をお尋ねしたい。 

議 長 健康推進課長。 

健康推進課長 ご質問にお答えいたします。７回目というのは、最大７回目の

方がいらっしゃるということで、高齢者の大部分の方が毎回受けていただい

ておりますので、そういった方で最大７回目の方がいらっしゃると。対象と

なるのは一応接種ができる全年齢ということになりますので、例えば２回ま

でしか受けてない方については３回目となりますし、５回まで４回までと、

それぞれ受けられている方が希望されれば、もう一回打てるという形になり

ます。 

対象につきましては、今現在春時期に受けられた方が２，１９０人いらっ

しゃいますので、これは６５歳以上の方なんですけども、この方たちはおそ

らくもう１回受けられるかなというふうに思っております。それ以外の方

で、６０歳以下で交付した接種券を全て使っていらっしゃる方が２，６００

名、接種券を使ってらっしゃらない方がそれと別に４，０００人程度いらっ

しゃるので、接種される人数としましては、大体６，０００名程度なのかな

というふうに担当課としては推測をしております。以上です。  

議 長 ほかに質疑はありませんか。堀池議員。 

９ 番 堀 池 ２４ページなんですけれども、総務費で総務管理費の庁舎管理

費。ここで、旧別館改修費２階トイレの価格高騰の関係。これ、大体いつぐ
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らいから着手予定を考えておられるのか。 

もう一点、その下のほうで賦課徴収税の分で１５０万と出てると。ここは

町民税・県民税の関係の還付とあるんですけれども、どういう内容なのか

ちょっと確認したいと思います。 

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 はい、お答えいたします。この旧別館の改修については、今回

補正を行いまして、その後に起工を行い１０月の上旬に入札を予定しており

ます。その後契約を行うとすぐに着手する予定ではあるんですけれども、や

はり原材料の入り方とか議会の会期中、そういった部分を検討しながら業者

と打ち合わせをしていきたいというふうに考えております。 

議 長 税務課長。 

税 務 課 長 ２款２項２目２２節償還金利子及び割引料、１細節賦課徴収費

１５０万の増額についてご説明いたします。 

こちらにつきましては、法人町民税の確定申告及び個人町県民税の更正に

伴い、歳出還付が発生しましたことにより、１５０万円増額するものでござ

います。法人住民税は、前年度の法人税額が２０万円を超える法人税につき

まして、事業開始の６か月から２か月以内に中間申告の予定申告及び納税が

義務付けられております。これにつきまして決算を迎え、決算日の翌日から

２か月以内に確定申告及び納税をすることになります。 

確定申告により、法人住民税が予定納付よりも少なかったために還付が生

じることになっております。また、個人住民税におきましては、住宅借入控

除や扶養の申告を遡って行った方につきまして、還付が生じてきますので、

この分につきまして発生したものでございます。以上です。  

議 長 堀池議員よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。山口議

員。  

３ 番 山 口 ４０ページです。災害復旧の町道岩立線、やっとこれ予算にあ

がってきたかなという気がいたします。随分長い間、不自由を来たしてると

思います。これは長崎から波佐見方面に抜ける道、それから波佐見から長崎

に抜けるその迂回路としてかなりの車が利用しているわけですけれども、こ

の城山岩立線のですね、これが今から設計委託をやって、工事ということに

なるんですけれども、恐らくそういう予定だろうと思うんですけれども、こ



- 15 - 

れが大体どれくらいの工期で予定されているのか、今年度中に完成するのか

どうか、その点をお聞きしたいと思います。  

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 城山岩立線の災害復旧の関係なんですが、９月以降、国のほう

からの交付決定を受けた後、設計を進め、工事のほうは年度内着手という考

えの中、完成は３月末を目指していきたいと考えているところでございま

す。以上です。 

議 長 ほかに。田口議員。  

１ ０ 番 田 口 ２点お聞きします。１点目は１８ページの歳入のほうですが、

消防団員安全装備品整備等助成金というものは、どこからその助成金が出さ

れるのかという点をお聞きします。 

それから２点目はちょっと飛びますが、３４ページの道路新設改良事業費

の中倉線の関係ですが、５５０万円という説明でしたけど、先ほども説明あ

りましたが、もう一回説明をお願いしたいと思います。以上２点です。  

総 務 課 長 はい、お答えいたします。１８ページの消防団員安全装備品整

備等助成金でありますが、その補助につきましては長崎県市町村総合事務組

合の事業となっておりまして、そちらからの補助となっております。以上で

す。  

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 田口議員のほうからご質問がありました中倉線のほうの補正内

容なのですが、今回、今までちょっと難航しておりました地権者の方のほう

から内諾を受けたということで本事業を進めることと、まずなっておりま

す。 

今回補正する内容につきましては、その地権者の方に対しましての補償

費、物件補償となり、建物の補償費となりますが、平成３０年に一度算定を

しておりましたが、今回改めてその単価等の見直しをするための再算定費、

それともう１件別の地権者の関係があるんですが、その地権者に対しまして

の１件補償調査費、これ主に立ち木になってきます。桜並木等がありますの

で、その立ち木の補償費が主になってくると思いますが、その算定業務を行

う内容。もう１件委託につきましては、接続に伴いまして道路の設計を改め

て行う必要があったということで、その設計費を計上しているところでござ
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います。以上です。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。小田議員。  

１ １ 番 小 田 はい。１１番、小田です。３４ページの中ほどです。町道馬場

線のことで、ここで工事にかかるのに相続の問題が発生していたというふう

なことをお聞きをしておりましたけれども、今回のこの法的手続きをとるこ

とによって、スムーズに工事に入れるような段取りになるのか、その工事は

いつ頃から取りかかっていただくのかというのをお尋ねいたします。 

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 町道馬場線のほうなんですが、こちらのほう１件どうしても用

地の相続の関係で町の買収が進んでおりませんでした。実際、用地の関係者

の相続人のお一人が行方不明状態になっておりまして、印鑑をいただけない

という状況で、今回家裁のほうに申入れをいたしまして、予納金を納める。

その後、弁護士等の方たちがその予納金をもとに調査を進めながら手続きを

進めていくということで、今後のスケジュールというのは申し訳ございませ

ん、はっきりまだ見えておりません。前に進み出すと考えているところでは

ございますが、今のところこれがどの段階で相続関係が終わり、その後の着

手になるかということは申し訳ございませんが、この場では申すことができ

ません。以上です。 

議 長 炭谷議員。  

５ 番 炭 谷 ５番、炭谷です。３２ページの農林水産業費の中で棚田出張費

ということで組んでありますけれども、場所がどこであるのか、何人ぐらい

出掛けられるのかということと、まつりそのものに補助が多分されていると

思いますけども、その金額というのがどこの中に入っているのかということ

です。以上です。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長  炭谷議員の質問にお答えします。全国棚田サミットにおきまし

ては、和歌山県で１１月１８日に開催の予定であります。補正予算で上げて

おります、旅費、需用費、負担金、補助及び交付金につきましては、木場中

山間管理組合のほうから職員に対して同行の依頼がありましたので、その職

員費の計上であります。この棚田サミットの木場中山間管理組合の参加につ

きましては、その組合のほうからの支出ということになります。以上です。  
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議 長 山中議員。 

１ ２ 番 山 中 ２３ページ・２４ページの総務費の中の情報システム管理費で

６万４，０００円、通信アプリ等ＬＩＮＥを使っての証明書交付とおっ

しゃって、昨日ちょっとそのことについては質問したので、おっしゃったと

思うんですけれども、緊張していて、何の証明がいつごろからできるってい

うことをもう一度教えていただきたいと思います。 

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 はい。再度説明をいたします。証明書につきましては、住民福

祉課で発行しております住民票関係、それから印鑑証明書関係、それから税

務課の納税証明書等そういった関係の証明書の発行を予定しております。  

それと、時期については令和６年１月の開始を目指しておりますが、契約

関係により、多少ずれることはあると思いますが、年明け早々に始めたいと

いうふうに考えております。以上です。 

議 長 追加答弁ですか。税務課長。 

税 務 課 長 先ほど総務課長から納税証明書と言われた分について、ちょっ

とご説明します。税務課の証明書等につきましては、現在、所得証明書、課

税証明書を予定しております。納税証明書はスタートにおいては対象としな

いこととしております。オンライン申請がスムーズに進んだところで、また

こちらの納税証明書については検討していきたいと思っております。以上で

す。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。小谷議員。  

１ ３ 番 小 谷 １８ページの宝くじ基金の交付の分が減額されているんですけ

ども、説明で今年は交付されなくなったという説明があったんですが、その

交付されたり、されなかったりするような性質のものなのか、今までずっと

継続していたのがここで止まったのか、そこら辺の説明をお願いします。 

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 ご質問にお答えします。こちらの宝くじ基金、サマージャンボ

分につきましては、従前から毎年交付されておるものです。ただ、事務局に

確認しますと、この交付金につきましては宝くじの収益を主な原資として各

市基礎自治体に交付されるものですが、その交付額とその収益が採算が取れ

ていないというところで、一部別の基金を取り崩して配分をなされていたと
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いう状況であったようです。そういうところで、その収益がもうそもそも交

付額に満たないというところで、採算が成り立たないということから今後は

もう交付されないということで聞いております。以上です。  

議 長 ほかに質疑はありませんか。増山議員。  

２ 番 増 山 ２番、増山真理です。２７ページ・２８ページの障害者福祉費

７２万円、医療的ケア児訪問型レスパイト事業とありますけれども、これの

レスパイトもいろいろあると思うんですけど、どのようなものを想定されて

いるのか教えてください。 

議 長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 このレスパイトというと、いろいろ幅広く意味するところかと

思いますけれども、まず、レスパイトといいますと一時休止とか、一時休息

とか、そういう意味でございまして、今回事業する内容としましては、医療

的ケア児の訪問型レスパイト事業ということを実施する予定でございます。

具体的な事業の内容としましては、医療的ケア児の看護のために訪問看護を

利用した経費の一部を助成するといった内容でございます。対象者として

は、いわゆる人工呼吸器、それからたん吸引とか経管栄養などの日常生活に

不可欠な支援が必要な訪問看護を利用している在宅の障害児の家族というこ

とでございます。障害児の年齢は０歳から１８歳までということでございま

す。以上でございます。 

議 長 ほかに質疑はありませんか。よろしいですか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 
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議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第２９号「令和５年度川棚町一般会計補正予算（第４

回）」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第２９号「令和５年度

川棚町一般会計補正予算（第４回）」は、原案のとおり可決されました。  

（１０：５０） 

 

日程第３ 議案３０号 

 

議 長 次に、日程第３、議案第３０号「令和５年度川棚町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第２回）」を議題といたします。提案理由の説明

を求めます。町長。 

町 長 議案第３０号「令和５年度川棚町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２回）」について、提案理由をご説明いたします。  

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，３６４万５，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億３，３６

６万５，０００円にしようとするものであります。 

補正の主なものとしまして、歳入については、令和４年度決算確定に伴う

前年度繰越金の増額であります。 

また、歳出においては、総務費の増額を行うものであります。  

なお、補正の詳細につきましては、健康推進課長から説明いたしますの

で、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 

議 長 健康推進課長。 

健康推進課長 それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書を用い

てご説明をいたします。 

歳出から説明いたしますので、８ページ・９ページをお開きください。 
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１款総務費１項１目一般管理費は、国民健康保険法施行令の一部改正及び

国民健康保険法施行規則の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税システム

の改修が必要となるため、委託料を予算計上するものであります。  

なお、課税システムの改修の内容としましては、令和６年１月に出産を予

定しております被保険者の産前産後の保険税の一部免除をするという制度が

施行されることとなっておりまして、産前１か月、産後３か月に係る、うち

の場合でいきますと国民健康保険税、これを免除するためのシステムの改修

となります。次のページをお開きください。 

８款諸支出金、１項４目償還金は、前年度国庫支出金の精算に伴う返納金

であります。次のページをお開きください。 

９款予備費、１項１目予備費につきましては、歳入歳出の見合いにより調

整するものであります。次に歳入を説明します。６ページ・７ページをお開

きください。 

７款繰越金、１項１目その他繰越金は、前年度繰越額の確定によります増

額額補正であります。以上で説明を終わります。 

議 長 これから、質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第３０号「令和５年度川棚町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２回）」の採決を行います。 
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お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第３０号「令和５年度

川棚町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２回）」は、原案のとおり可

決されました。 

（１０：５５） 

 

日程第４ 議案３１号 

 

議 長 次に、日程第４、議案第３１号「令和５年度川棚町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１回）」を議題といたします。提案理由の説明を

求めます。町長。 

町 長 議案第３１号「令和５年度川棚町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１回）」について、提案理由をご説明いたします。  

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６２万５，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１，８５０万３，

０００円にしようとするものであります。 

なお、補正の詳細につきましては、健康推進課長から説明いたしますの

で、ご審議の上、ご決定いただきますようお願いいたします。 

議 長 健康推進課長。 

健康推進課長 それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書を用い

てご説明をいたします。歳出から説明いたしますので、８ページ・９ページ

をお開きください。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢者医療広域連合納

付金は、広域連合への納付金の増額補正であります。令和４年度の出納閉鎖

期間中に納付されました保険料相当額を広域連合に納付するものでありま

す。次のページをお開きください。 

４款予備費、１項１目予備費につきましては、歳入歳出の見合いにより計

上するものであります。次に、歳入をご説明いたします。６ページ・７ペー
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ジをお開きください。 

５款繰越金、１項１目繰越金は、前年度繰越額の確定による増額補正であ

ります。以上で説明を終わります。 

議 長 これから、質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第３１号「令和５年度川棚町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１回）」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第３１号「令和５年度

川棚町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）」は、原案のとおり可決

されました。 

（１０：５８） 

議 長 ここで、しばらく休憩いたします。 

（１０：５８） 

（…休  憩…） 

（１１：１０） 
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議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

日程第５ 議案３２号 

 

議 長 次に、日程第５、議案第３２号「令和５年度川棚町介護保険事

業特別会計補正予算（第１回）」を議題といたします。提案理由の説明を求

めます。町長。 

町   長 議案第３２号「令和５年度川棚町介護保険事業特別会計補正予

算（第１回）」について、提案理由をご説明いたします。  

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，８６０万４，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億５，８６

０万４，０００円にしようとするものであります。 

今回の補正の主なものは、歳入については、令和４年度の決算確定に伴う

前年度繰越金の増額、介護給付費基金繰入金の減額であり、歳出について

は、令和４年度の介護保険給付費及び地域支援事業費の確定に伴う国・県の

支払基金等への精算返還金に係る増額が主なものであります。 

なお、補正の詳細につきましては、長寿支援課長から説明いたしますの

で、ご審議の上、ご決定いただきますようお願いいたします。 

議 長 長寿支援課長。 

長寿支援課長 それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書でご説

明いたします。１０ページ・１１ページをお開きください。歳出から説明し

ます。 

１款総務費、１項３目認定事業費につきましては、介護保険の認定調査件

数の増加を見込むことから、認定調査に係るパートタイム会計年度任用職員

を１人増員するために、１節報酬及び３節職員手当等の人件費をそれぞれ増

額し、４節共済費では当初予算の計上に誤りがあったことから減額するもの

です。 

１２節委託料では、町外居住者等の認定調査業務の外部委託について、予

算が不足する見込みであることから増額するものです。次のページをお願い

します。 

４款地域支援事業等費、１項１目介護予防・日常生活支援総合事業費の説
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明欄の介護予防ケアマネジメント事業費につきましては、職員手当に不足が

生じる見込みであるため、３節職員手当等を増額し、同じく説明欄の一般介

護予防事業費につきましては、当初予算において、今年度の水中運動教室の

実施計画に応じた積算計上を誤っていたことから、当該事業費が不足するこ

ととなりますので、不足する所要額を１２節委託料に増額するものです。 

同じく２目包括的支援事業・任意事業費の説明欄、包括的支援事業費（包

括支援センターの運営）では、職員手当に不足が生じる見込みであるため、

３節職員手当等を増額するものです。 

同じく説明欄、包括的支援事業費（社会保障充実分）につきましては、東

彼三町が東彼杵郡医師会に業務委託している東彼杵郡在宅医療・介護連携支

援センターたんぽぽの運営において、配置する職員の交代引継ぎ期間の人件

費等の経費が増加しており、この所要額を負担する必要があることから、１

２節委託料を増額するものであります。次のページをお開きください。 

６款諸支出金、１項２目償還金につきましては、令和４年度の介護保険給

付費及び地域支援事業費等の国・県及び社会保険診療報酬支払基金の負担に

おける精算に伴う返納金を増額するものでございます。 

同じく２項１目一般会計繰出金につきましては、令和４年度の介護保険給

付費、地域支援事業費及び事務費等の町負担の精算に伴う返還分として、２

７節繰出金を増額するものでございます。次のページをお開きください。 

７款予備費、１項１目予備費につきましては、歳入・歳出の見合いにより

増額するものでございます。次に、歳入についてご説明いたします。６ペー

ジ・７ページをお開きください。 

８款繰入金、１項３目低所得者保険料軽減繰入金につきましては、過年度

分として、４年度分の精算に伴う繰入金の増額です。 

同じく２項１目介護給付費基金繰入金につきましては、次に説明します９

款繰越金の増額補正により、基金を取り崩し、財源を確保する必要がないと

見込まれることから、当初予算で計上した全額を減額するものでございま

す。次のページをお開きください。 

９款繰越金、１項１目繰越金につきましては、前年度繰越額の確定による

増額でございます。なお、説明欄には繰越金の内訳を示しております。以上

で、説明を終わります。 
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議 長 これから、質疑を行います。ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第３２号「令和５年度川棚町介護保険事業特別会計補正予

算（第１回）」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第３２号「令和５年度

川棚町介護保険事業特別会計補正予算（第１回）」は、原案のとおり可決さ

れました。 

（１１：１８） 

 

日程第６ 議案３３号 

 

議 長 次に、日程第６、議案第３３号「令和５年度川棚町下水道事業

会計補正予算（第１回）」を議題といたします。提案理由の説明を求めま

す。町長。 

町   長 議案第３３号「令和５年度川棚町下水道事業会計補正予算（第
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１回）」について、提案理由をご説明いたします。 

今回の補正は、資本的支出において、５５０万円を増額し、支出予算の総

額を５億１２９万円にしようとするものであります。 

補正予算の詳細につきましては、水道課長より説明いたしますので、ご審

議の上、ご決定くださいますようよろしくお願いいたします。  

議 長 水道課長。 

水 道 課 長 それでは説明いたします。まず、２ペ－ジをお開きください。 

補正予算実施計画明細書の支出について説明いたします。  

１款１項１目下水道建設改良費において、川棚浄化センターの沈砂池棟で

稼働する主ポンプが故障し稼働不可となったことから、急遽ポンプを取り替

える必要が生じたため、工事請負費の額を５５０万円増額するものでありま

す。 

１ページには予算実施計画書、３ページ・４ページには予定損益計算書、

５ページ・６ページには予定貸借対照表、７ページ・８ペ－ジにはキャッ

シュフロー計算書を記載しておりますが、説明は省略させていだきます。次

に、議案書の表紙をご覧ください。 

第２条には、当初予算書の第４条に定めた資本的収入及び支出の補正を記

載しており、本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

１億５，７２３万１，０００円は、過年度分損益勘定留保資金９，３８４万

８，０００円及び当年度分消費税資本的収支調整額１，７６１万７，０００

円、当年度分損益勘定留保資金４，５７６万６，０００円で補填するものと

する。」に改めております。以上で説明を終わります。 

議 長 これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 
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議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第３３号「令和５年度川棚町下水道事業会計補正予算（第

１回）」の採決を行います。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第３３号「令和５年度

川棚町下水道事業会計補正予算（第１回）」は、原案のとおり可決されまし

た。 

（１１：２２） 

 

日程第７ 議案第３４号 

 

議 長 次に、日程第７、議案第３４号「川棚町特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

町 長 議案第３４号「川棚町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について、提

案理由をご説明いたします。 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準が改正されたことに伴い、川棚町特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改

正するものであります。 

なお、改正の内容につきましては、健康推進課長から説明いたしますの

で、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 健康推進課長。 
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健康推進課長 それでは、条例の改正内容につきましてご説明をいたします。 

新旧対照表によりご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。  

国が定めております、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準、こちらの第１５条及び

第４４条の規定が改正をされております。この改正によりまして、児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準第３５条の規定に基づく保育所における保

育の内容を厚生労働大臣から内閣総理大臣が定める指針ということで、定め

る者が変更されております。 

これに合わせまして、条例第１５条第１項第４号及び第４４条を改正する

ものであります。 

また、同じく国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の第４８条の規定において、

「利用定員の定員」という文言が「利用定員」に改められましたので、これ

に合わせまして、条例の第４８条についても改正するものであります。それ

では、改正文の附則をご覧ください。 

この条例は、公布の日から施行することとしております。以上で説明を終

わります。 

議 長 これから、質疑を行います。炭谷議員。 

５ 番 炭 谷 この今の項目の変更についての川棚町内の事業所というのが、

いくつぐらいにあって、収容人員というのがわかればお願いしたいんですけ

ど。 

議 長 健康推進課長。 

健康推進課長 すみません。今手元に正確な数値を持ち合わせておりませんの

で、後ほど確認してお答えしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

議 長 質疑ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。 
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「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第３４号「川棚町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の採決を行い

ます。 

お諮りします。本件は、これを可決することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第３４号「川棚町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されました。  

（１１：２７） 

 

日程第８ 議案第３５号 

 

議 長 次に、日程第８、議案第３５号「川棚町家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議題といた

します。提案理由の説明を求めます。町長。 

町 長 議案第３５号「川棚町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例」について、提案理由をご説明い

たします。 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、

川棚町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正するものであります。 

なお、改正の内容につきましては、健康推進課長から説明いたしますの
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で、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 健康推進課長。 

健康推進課長 それでは、私のほうから改正の内容につきまして、ご説明をい

たします。新旧対照表によりご説明いたしますので、新旧対照表をご覧くだ

さい。 

国が定めております、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第２

５条の規定が改正をされまして、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

第３５条の規定に基づく保育所における保育の内容を厚生労働大臣から内閣

総理大臣が定めることと変更をされておりますので、この基準の改正に合わ

せまして、条例第２５条の規定を改正するものであります。改正文の附則を

ご覧ください。 

この条例は、公布の日から施行するとしております。以上で説明を終わり

ます。 

議 長 これから、質疑を行います。ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第３５号「川棚町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例」の採決を行います。  

お諮りします。本件は、これを可決することに異議ありませんか。  
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「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第３５号「川棚町家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例」は、原案のとおり可決されました。 

（１１：３０） 

 

日程第９ 議案第３６号 

 

議 長 次に、日程第９、議案第３６号「川棚町子ども・子育て会議条

例の一部を改正する条例」を議題といたします。提案理由の説明を求めま

す。町長。 

町 長 議案第３６号「川棚町子ども・子育て会議条例の一部を改正す

る条例」について、提案理由をご説明いたします。 

子ども・子育て支援法が令和４年６月２２日に改正されたことに伴い、川

棚町子ども・子育て会議条例の一部を改正するものであります。  

なお、改正の内容につきましては、健康推進課長から説明いたしますの

で、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 健康推進課長。 

健康推進課長 それでは、私のほうから改正の内容につきまして、ご説明をい

たします。新旧対照表をご覧ください。 

先ほど町長が申しましたように、子ども・子育て支援法が令和４年６月２

２日に改正をされまして、子ども・子育て会議の所掌事務の根拠でありま

す、第７７条が第７２条に繰り上がっております。これに合わせまして、条

例の改正を行うものであります。改正文の附則をご覧ください。  

この条例は、公布の日から施行することとしております。以上で説明を終

わります。 

議 長 これから、質疑を行います。ありませんね。 

 

（発言なし） 
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議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第３６号「川棚町子ども・子育て会議条例の一部を改正す

る条例」の採決を行います。 

お諮りします。本件は、可決することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第３６号「川棚町子ど

も・子育て会議条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されまし

た。 

（１１：３３） 

 

日程第１０ 議案第３７号 

 

議 長 次に、日程第１０、議案第３７号「川棚町放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を議

題といたします。提案理由の説明を求めます。町長。 

町 長 議案第３７号「川棚町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について、提案理由をご

説明いたします。 

子ども家庭庁が定める、放課後児童健全育成事業実施要綱が改正されたこ

とに伴い、川棚町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
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める条例の一部を改正するものであります。 

なお、改正の内容につきましては、健康推進課長から説明いたしますの

で、ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。 

議 長 健康推進課長。 

健康推進課長 それでは、条例の改正内容について、ご説明をいたします。 

新旧対照表によりご説明をいたしますので、新旧対照表をご覧ください。 

条例の第１０条第３項におきまして、「放課後児童支援員は、放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準第１０条第３項各号のいずれかに

該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければな

らない。」と規定をしております。この規定によりまして、附則の第３条で

経過措置として、研修の修了期間を規定をしております。 

今回、子ども家庭庁が定めております、放課後児童健全育成事業実施要綱

が改正をされまして、「職員の研修期間を定めた上で、放課後児童支援員と

して業務に従事することとなってから２年以内に研修を修了することを予定

している者も含む。」となったことに合わせまして、条例附則第３条を改正

するものであります。改正本文の附則をご覧ください。 

この条例の施行日は公布の日からとし、令和５年４月１日から適用するこ

ととしております。以上で説明を終わります。 

議 長 これから、質疑を行います。ありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 
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議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第３７号「川棚町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」の採決を行います。  

お諮りします。本件は、これを可決することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第３７号「川棚町放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例」は、原案のとおり可決されました。 

（１１：３６） 

 

日程第１１ 議案第３８号 

 

議 長 次に、日程第１１、議案第３８号「工事請負契約の変更（町道

上組西部線歩道設置工事（堺橋１期下部工及び附帯工））」を議題といたし

ます。提案理由の説明を求めます。町長。 

町 長 議案第３８号「工事請負契約の変更（町道上組西部線歩道設置

工事（堺橋１期下部工及び附帯工））」について、提案理由をご説明いたし

ます。 

現在、工事を進めております、町道上組西部線歩道設置工事につきまし

て、工事内容の変更により、現請負契約金額に変更が生じたところでありま

す。 

そこで、変更後の本契約につきましては、本町条例の議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条に該当いたしますので、

地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるもので

あります。 

なお、詳細につきましては、建設課長から説明をいたしますので、ご審議

の上、ご決定くださいますようよろしくお願いいたします。  

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 それでは、私のほうから説明をいたします。申し訳ございませ
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ん、説明の前に１点だけ訂正をお願いいたします。 

資料のほう２ページ目になります。参考資料とあります。中段に堺橋の架

け替え予定工期と記載があります。その項目の２行目、赤文字で記載してお

りますが、変更後（本工事）第１期の下部工を令和４年９月から令和９年３

０月までと記載しておりました。申し訳ございません。この分が令和５年９

月までという内容になります。申し訳ございません、訂正をお願いいたしま

す。 

それでは、議案第３８号「工事請負契約の変更」の内容につきまして、ご

説明をいたします。まず議案書のほうをご覧ください。 

ただいま町長より説明がありましたように、本工事につきましては、工事

の一部に変更が生じたことから、契約金額について変更を行う必要となりま

した。 

その契約金額につきましては、議案書項目３、契約金額に記載があります

ように、変更前の工事請負金額が１億２，４３０万円でありましたが、変更

後の工事請負金額を１億５，４８１万４，０００円としたもので、変更によ

り３，０５１万４，０００円の増額となっております。 

それでは、主な変更内容をご説明いたします。次のページの参考資料をご

覧ください。 

なお、説明にあたりましては、変更となります工事の概要についてのみと

させていただきます。変更内容は赤文字で記載をしております。 

工期についてです。 

変更前の工期は、完成年月日を令和５年３月２０日までとしておりました

が、変更後の工期は、完成年月日を令和５年９月３０日までとしておりま

す。 

工期の延長理由としましては、請負業者であります、株式会社上滝佐世保

支店から、令和５年２月２２日付けで当初契約でありました完成日、令和５

年３月２０日を令和５年９月３０日までとする工期延期届の請求がなされた

ことから、その請求に対しまして承認を行ったものであります。 

工期の変更理由としましては、仮桟橋の支柱となりますＨ型鋼を設置する

ための大型重機の確保が必要とする時期に手配ができなかったこと。仮設工

となる仮桟橋の施工数量が増加したこと。狭隘な現場であり、片側交互通行
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規制を行いながらの施工であり、十分な施工ヤード及び資材ヤードが確保で

きないことから、クレーン作業に手間がかかり、また、搬入車両の増加等に

より、標準工程による日当たり施工量を満足することができなかったことが

主な内容であります。 

続きまして、参考資料の項目、堺橋の架け替え予定工期の変更についてで

す。 

ただいま説明いたしました、本工事の工期延長に伴いまして、今後の堺橋

の架け替え工事の全体竣工についても延長が必要となります。  

堺橋の架け替え工事につきましては、工事期間中、片側通行を行いなが

ら、通行止めを生じさせない工事とすることを地元から要望されていること

から、架け替え工事を１期工事とする下流側と２期工事とする上流側の２分

割にした工事としております。また、１分割ごとを下部工と上部工の２工程

に分けたことから、全部で４工程による施工として、全体の完成を令和６年

８月までとしておりましたが、本工事の工期延長によるものと、今後の工事

契約時期の一部見直しを行ったことから、全体の竣工を令和７年７月までと

しております。 

続きまして、本工事の概要について説明をいたします。変更点をご説明し

ます。 

１．作業土工です。 

Ｖ＝６２０立米、変更後Ｖ＝７１０立米。 

埋戻 Ｖ＝４３０立米、変更後Ｖ＝２９０立米。次のページです。 

４．踏掛版工。 

Ａ１橋台（右岸側） Ｖ＝１０立米（Ｌ＝５メートル）、変更後中止（別途

工事）。 

Ａ２橋台（左岸側） Ｖ＝９立米（Ｌ＝５メートル）、変更後中止（別途工

事）。 

５．補強土壁工。 

壁面組立（ジオパネル） Ａ＝３１平米、変更後中止（別途工事）。 

ジオテキスタイル敷設 Ａ＝１０８平米、変更後中止（別途工事）。 

６．仮設工。 

仮桟橋（Ａ１橋台側・Ａ２橋台側）１式、変更後１式（面積増）。 
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大型土のう（設置・撤去共）５２袋、変更後７０袋。 

今回の変更額が３，０５１万４，０００円の増額となっており、当初の契

約金額の約２４．５パーセント増となっております。この増額となった主な

要因としましては、ただいま説明をいたしました、項目６仮設工の仮桟橋

（Ａ１橋台側、Ａ２橋台側）の面積増にあります。この仮桟橋の設置箇所

は、境川の下流側となります。この箇所は、川棚川の堤防となります斜面地

になります。この斜面地内に下流側下部工を施工するための工事場所にＨ型

鋼を使用した鉄骨製の仮設の構台を道路面と同じ高さまで組んで設置するも

のであります。その内容について説明をいたします。次の図面をお開きくだ

さい。 

図面は平面図となります。ただいま説明をいたしました、仮設構台箇所は

図面中央付近、境川を中心とした両側にあります、赤線で枠組みを記載して

いる箇所が当初計画していた仮設構台の範囲であり、青で塗り潰している範

囲が仮設構台を広くした範囲となります。その面積増分は、当初が２２６平

米であったものが、変更後３５８平米となり、１３２平米の面積増であり、

当初の面積から約１．６倍になっております。 

構台の設置面積を増とする変更が必要となった要因としましては、当初計

画しておりました、構台の範囲において、各種大型重機や本杭を施工するた

めのコンクリート圧送車、ミキサー車等を配置して作業範囲を記載した施工

計画を請負業者が作成し検討した結果、現状構台の広さのままでは施工にあ

たり、現道の路面まで工事用車両等を配置する必要となりました。そのた

め、当初の構台のままでは現道を通行止めとして施工することになるため、

本工事の設計を行いました、コンサルタントや施工管理を委託している長崎

県建設技術研究センターの担当者を交えて協議した結果、今回必要となった

範囲まで構台を広げる必要としたものであります。 

この構台を施工するにあたっては、大型の重機を使用して地面を掘削しな

がら鋼材を立て込むための施工の費用や、鋼材の費用等、構台を施工するた

めの各単価が高額となっており、構台の面積増分に対しまして、変更額も増

加しております。次のページの参考図２をお開きください。 

ただいま説明いたしました、構台の立面図が上段となります。その構台を

上空から撮影したものが下段の写真の両側のものとなります。Ａ１構台が左
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側、Ａ２構台側が右側の写真であります。中央の写真は構台設置後、クロー

ラークレーンが配置され、現場の施工を行っている状況の写真となっており

ます。なお、現在の現場の状況としましては、Ａ１側のほうの施工は既に完

成しており、Ａ２側のほうについても今月中旬には完成する見込みとなって

おります。以上が、工事請負契約の変更内容の説明であります。  

議 長 これから、質疑を行います。田口議員。 

１ ０ 番 田 口 この参考資料の１ページでわかりますように、変更前のこの真

ん中の工事予定工期の件ですけれども、変更前に下部工が令和５年３月ま

で、それから上部工が令和５年７月までというのが変更前の計画であります

ので、本来であれば下部工については３月議会で、それから上部工について

は６月議会にかけるべきであったのではないかと思いますけれども、そこは

どうなんでしょうか。考え方をお聞きしたいと思います。  

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 はい。田口議員のほうのご質問にお答えいたします。今、ご質

問がありました、第１期の下部工・上部工のこの２点の件なんですが、まず

下部工につきましては、工期のほう先ほど説明させていただきましたように、

契約変更をさせていただいて工期の延長をさせていただいております。その

分につきましては、議案にある項目ではありませんでしたので、そちらにつ

いては決裁を受け、工期を延長させていただいていると。また、工事につき

ましては工事期間中でありまして、変更額の確定ができてない部分がござい

ましたので、今回のこの９月定例会でその契約変更を上げさせていただいた

ことであります。 

それと、上部工につきましては、こちらにつきましては今から契約をする 

ところでございます。また、金額的には議会の議決を必要とする金額までに 

はならないと考えているところでございます。以上です。  

議 長 ほかに質疑はありませんか。炭谷議員。 

５ 番 炭 谷 ５番、炭谷です。この図面で構台を最終的には撤去をされると

いうふうに思うわけですけれども、その川棚川の大きな流れの中で既存の防

波堤じゃないかというふうに思われるんですけれども、その状況は２番目の

写真でしかちょっと見えないんですけども、この高さの問題は大丈夫なのか

なというふうに素人ですけども思いますけど。結局、この工事あとにここを
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流れ込んでく境川の水量がスムーズに本流に流れていけるのか、高さが

ちょっと防波堤は既存のままで、あとは着工をされないというふうに思うん

ですけれども、大丈夫なのかってちょっと思いますけど。どういうふうにみ

ておられるのか、ちょっと聞かせていただきたいと思います。 

議 長 建設課長。 

建 設 課 長 炭谷議員のほうからのご質問であります、境川のほうの流れに

ついてなんですが、境川の流れにつきましては、今の既存の河川を、あそこ

落差工という構造物がありますが、若干そこが今からの工事のほうで変更を

していくところがありますが、大きく阻害するとか、変えるようなものでは

ございません。境川につきましては今までどおりの流れは続くと思っていま

す。その上部に今回の橋梁を架けていくということになりますので、境川に

対しての影響があるものではないと。また、写真にあります構台のほうの設

置につきましても既にこれ撤去はしてるところではありますが、河川管理者

であります長崎県のほうと専用許可を取る際に川棚川のほうの堤についまし

ては影響がないようにということで、場所によっては大型土のうを設置し、

補強をしながら施工をしておるところでございます。以上です。  

議 長 ほかに質疑はありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

これから、討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

「な  し」の声あり 

 

議 長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第３８号「工事請負契約の変更（町道上組西部線歩道設置工事
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（堺橋１期下部工及び附帯工））」の採決を行います。 

お諮りします。本件は、これを可決することに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、議案第３８号「工事請負契約の

変更（町道上組西部線歩道設置工事（堺橋１期下部工及び附帯工））」は、可

決されました。 

（１１：５５） 

 

 

日程第１２ 請願第２号 

 

議 長 次に、日程第１２、請願第２号「活きいきタクシー利用券の増

加を求める請願書」を議題といたします。 

ただいま議題となっております、請願第２号「活きいきタクシー利用券の

増加を求める請願書」は、総務厚生委員会に付託したいと思いますがこれに

異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、請願第２号「活きいきタク

シー利用券の増加を求める請願書」は、総務厚生委員会に付託することに決

定をいたしました。 

（１１：５５） 

議 長 以上をもちまして、本日の日程は全部終了をいたしました。  

本日はこれにて散会といたします。ご起立願います。お疲れ様でした。  

 

（１１：５５） 
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